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令和５年 第１６回 川口市教育委員会定例会会議録

                      日 時 令和５年９月２１日（木）

                          午後１時３０分

                      場 所 川口市教育委員会室

１ 出席者

  教育長    井 上 清 之     書記長  秋 葉 知佳子

委 員    齋 藤   卓     書 記  竹 田 暢 之

委 員    宿 谷 岩 男     書 記  今 本 敬 幸

委 員    中 田 裕 之     

委 員    菅 原 京 子     

２ 説明のため出席した者

  教育総務部長    濵 田 武 徳

  学校教育部長    中 川   猛

  教育総務課長    秋 葉 知佳子

生涯学習課長    太 田   晃

文化財課長     丸 山 清 代

中央図書館長    高 野 久 徳

  科学館長      藤 田 雅 美

  スポーツ課長    内 田 大 輔

  庶務課長      小 林 正 明

  学務課長      寺 田 和 成

  指導課長      丸 山 陽 一

学校保健課長    狩 野 友 重

高等学校事務長   市 村 清 二

３ 前回会議録の承認

井上教育長   第１４回及び第１５回教育委員会定例会会議録については、書記より、各

委員に事前配付している。質疑があればお聞かせ願いたい。

【質 疑】   （質疑なし）

【承 認】   （全員異議なく承認）
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４ 教育長報告

（１）地域活性化・生活環境向上特別委員会の概要について

【説 明】   （教育総務課長が別添資料１に基づき説明した。）

【質 疑】   （質疑なし）

【承 認】   （全員異議なく承認）

（２）未来創造・教育力向上特別委員会の概要について

【説 明】   （教育総務課長が別添資料２に基づき説明した。）

【質 疑】   （質疑なし）

【承 認】   （全員異議なく承認）

５ 協議事項

  なし

６ 議 事

井上教育長 議案第１０４号及び議案第１０５号は人事案件のため、秘密会で行いたい

が如何か。

委 員     （異議なし）

井上教育長   異議なしと認め、議案第１０４号及び議案第１０５号は秘密会で行う。

【上 程】

井上教育長   議案第１０６号「令和６年度当初川口市立小・中学校教職員人事異動方針

について」を上程し説明を求める。

【説 明】

学務課長    （学務課長が別添資料３に基づき説明した。）

【質 疑】   （質疑なし）

【採 決】   （全員異議なく可決）

井上教育長   議案第１０６号「令和６年度当初川口市立小・中学校教職員人事異動方針

について」を案件のとおり可決する。

【上 程】

井上教育長   議案第１０７号「川口市学校給食運営審議会への諮問について」を上程し

説明を求める。

【説 明】

学校保健課長  （学校保健課長が資料に基づき説明した。）
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【質疑応答概要】   

宿谷委員    国の地方創生臨時交付金をいつまで活用できるのかが不透明ななか、今後

を見据えて、保護者負担を含めた学校給食費の検討をする必要があると思う

が、如何か。

学校保健課長  令和４年度の下半期は、物価高騰による不足見込み額について、当該交付

金を活用することで対応し、令和５年度は、学校給食費の改定による値上げ

分について、当初は本市の政策的判断により一般財源で対応することとして

いたが、当該交付金の交付が決定され、活用できることとなった。

令和６年度における当該交付金の活用については、現時点では未確定であ

ること、また、本議案の諮問による学校給食運営審議会からの答申内容を踏

まえ、給食費の値上げについて検討を行うこととなった場合の保護者負担に

ついては、本市の政策的判断を伴うことから、市長部局と協議を行う予定で

ある。

宿谷委員    令和５年度の改定以前は、長期間、改定の検討を行わなかったことを踏ま

え、今後は、毎年度、検討していくことが重要であると思うが、如何か。

学校保健課長  令和５年度の改定は、平成２６年度の消費税率の改定に伴うものを除くと、

平成２２年度以来の改定であった。

今後については、市議会での一般質問でも答弁をしたとおり、物価高騰に

よる影響等も踏まえ、毎年度、学校給食運営審議会において、審議をしてい

くこととする。

【採 決】   （質疑応答後、全員異議なく可決）

井上教育長   議案第１０７号「川口市学校給食運営審議会への諮問について」を案件の

とおり可決する。

７ その他

  なし

８ 休 会

井上教育長   以上をもって休会する。（午後１時４７分）


